
令和４年度 第１回 埼玉県医療審議会資料 

 

議事 

 

病院整備計画の変更について 

 

 

・ 令和３年度第３回医療審議会による大学への照会 

 

・ 令和３年度第３回医療審議会における意見 

 

・ 令和３年度第３回医療審議会による大学への照会に対す 

   る回答 

 

・ 諮問書 



保 政 第 １８６０号 

令和４年３月３１日 

 

学校法人順天堂 

 理事長 小 川 秀 興 様 

 

                               埼玉県保健医療部長    

                                関 本 建 二（公印省略） 

※病院の整備計画の公募に関する 

要綱第９条第２項に基づく職指定 

 

医療審議会からの確認について 

 

 日ごろ、本県保健医療行政の推進に格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、令和３年１２月２４日付けで貴学から提出された病院の整備計画変更

申請書について、令和３年度第３回埼玉県医療審議会に諮問したところ、医

療審議会から別添のとおり確認を求められました。 

 つきましては、令和４年４月１５日までに回答をお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

                             担当 

                                 保健医療政策課 

                                 大学附属病院担当 佐藤・井戸 

                                 電話 ０４８（８３０）３５２６ 

                                 e-mail a3510-13@pref.saitama.lg.jp 



 

 

埼 医 審 第 １ ３ 号  

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

 埼玉県知事 大野 元裕 様 

 

            埼玉県医療審議会会長 金井 忠男（公印省略） 

 

 令和４年１月１３日付け医第１１１０号で諮問のあった「病院整備計画

の変更」については、下記のとおりです。 

記 

１ 内容 

 以下の条件を満たす場合は、病院整備計画の変更は適当と認めるが、満

たされない場合は、適当とは認めない。 

ついては、以下の条件により病院整備及び医師派遣が可能か否か確認す

ること。 

（１）医療審議会は、地域医療構想調整会議と整合性をとりながら議論す

べきとされている。同調整会議では、地域医療構想として令和７年（２

０２５年）までに機能別病床を構想区域内に整備すべきとの意見があ

る。さらに今後の医療需要・内容については大きな変化が見込まれる。 

病院の整備が７年間遅れた原因について大学の見解を改めて確認す

ること。 

令和１２年（２０３０年）から１８か月間前倒しされたが、一刻も

早い開設が望まれていることから、仮に令和７年（２０２５年）に開

設が間に合わなかった場合においても、できうる限りこれに近づけな

ければならないという意見であり、令和９年（２０２７年）の開設が



 

 

希望されている。よって、令和９年（２０２７年）までに８００床を

開設すること。 

 

（２）医師派遣については、診療科によっては直ちに派遣を希望する医療機

関があることから、令和４年度中から派遣すること。 

 

 

２ 期限 

 令和４年４月の県が指定する日 

 









 

医 第 １ １ １ ０ 号  

令和４年１月１３日 

 

 埼玉県医療審議会  

 会長 金井 忠男 様 

 

埼玉県知事 大野 元裕（公印省略） 

 

 

医療審議会への諮問について 

 

 

 医療法第７２条第１項に基づき、下記について、貴審議会の意見を求めます。 

 

記 

 

１ 地域医療支援病院の名称承認について 

 

２ 第７次埼玉県地域保健医療計画の中間見直しについて 

 

３ 病院整備計画の変更について 

 

 

 

 

 

                       

    


